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　特許異議申立の特許取消審決は、引用発明は、第１のモノクローナル抗体と、これとは相違する第２
のモノクローナル抗体が抗原を挟んでサンドイッチ複合体を形成し、これを用いる必要があると認めら
れるところ、この点を明らかにしていない点、また患者サンプル中のマイコプラズマ・ニューモニエの
検出ができないにもかかわらず、できるとした点で、引用発明の認定を誤ったものである。その結果、
前記審決は本件発明との相違点を看過し、これらの相違点に関する容易想到性の判断を行なうことなく、
進歩性欠如の結論を導き、本件特許を取り消したものであるから、当該引用発明の認定の誤り及び相違
点の看過は本件取消決定の結論に影響するものであるとして、特許異議申立による特許取消審決が取り消
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された事例である。

第１　裁判所の判断

１　取消事由１（引用発明の認定及び一致点と相違点の認定の誤り）について　
（１）　本件特許発明は、Ｐ１タンパク質に対して特異的なモノクローナル抗体に着目したイムノクロ

マトグラフィー法により、初めて臨床検体からマイコプラズマ・ニューモニエ抗原の特異的な検出
を実現した。

一方、異議申立の決定の引用例１の発明は、Ｐ１タンパク質とは全く異なるタンパク質（ＣＡＲ
ＤＳ）とそのポリクローナル抗体に着目した発明の特許公報である上に、引用例１においては、ＣＡ
ＲＤＳに特異的なポリクローナル抗体を用いた場合ですら、臨床検体からのマイコプラズマ・ニュー
モニエの検出には成功しておらず、かつ、そもそもＰ１タンパク質に特異的な抗体については、臨
床検体はもちろん、精製ｒＰ１タンパク質を用いた検出実験すら行われていないにもかかわらず、
本件取消決定は、Ｐ１タンパク質とＣＡＲＤＳタンパク質の差異や、臨床検体と非臨床検体との差異、
さらにはモノクローナル抗体とポリクローナル抗体との差異をいずれも看過したまま、引用発明１
を、Ｐ１タンパク質に特異的なモノクローナル抗体を用いて、患者サンプル（臨床検体）からマイコ
プラズマ・ニューモニエを検出することができる発明であると認定した。

（２）　よってまず、引用例１から本件取消決定が認定した引用発明１を認定することができるかどう
かについて検討する。

特許法29条１項３号の「刊行物に記載された発明」は、当業者が、出願時の技術水準に基づいて本
願発明（本件特許発明）を容易に発明することができたかどうかを判断する基礎となるべきものであ
るから、当該刊行物の記載から抽出し得る具体的な技術的思想でなければならない。また、本件特
許発明は物の発明であるから、進歩性を検討するに当たって、刊行物に記載された物の発明との対
比を行うことになるが、ここで、刊行物に物の発明が記載されているといえるためには、刊行物の
記載及び本件特許の出願時（以下「本件出願時」という。）の技術常識に基づいて、当業者がその物
を作れることが必要である。かかる観点から本件について検討すると、引用例１の記載及び本件出
願時の技術常識を考慮しても、引用発明１のデバイスを当業者が作れるように記載されているとは
いえないと判示した。

理由は以下のとおりである。
ア　本件取消決定は、引用発明１をＰ１タンパク質に対するモノクローナル抗体を用いて、患者サ

ンプル中のマイコプラズマ・ニューモニエの検出を行うラテラルフローデバイスに関する発明と
して認定しているところ、ラテラルフローデバイスは、イムノクロマトグラフィー法に基づく検
出デバイスであり、イムノクロマトグラフィー法による抗原検出においては、抗体と抗原がサン
ドイッチ複合体を形成する必要があると認められ（甲８〜10、弁論の全趣旨）、また、モノクロー
ナル抗体の場合には、抗原を挟み込む二つの抗体が同じものでは不都合であり、少なくとも、二
つの異なる抗体を用いることが必要であると認められる（この点は特に当事者に争いがない。）。

その一方で、異なる二つのモノクローナル抗体でありさえすれば、抗体と抗原がサンドイッチ
複合体を形成するとの本件出願時の技術常識も見当たらず、また、サンドイッチ複合体を形成し
さえすれば、必ず患者サンプル中のマイコプラズマ・ニューモニエを検出できると直ちにいうこ
ともできない。

たとえば、引用例２の199頁図１には、捕獲抗体として特異性の異なる二つのポリクローナル抗
体を用い、ペルオキシダーゼ標識モノクローナル抗体（検出抗体）を変えてマイコプラズマ・ニュー
モニエ抗原の捕獲アッセイを行った試験の結果を表す二つのグラフが示されている。捕獲抗体が


